
特恵関税に関する原産地規則
（ＥＵ）

９０年代の初頭より、ＥＵは中・東欧諸国との欧州協定（連合協定）を締結、現在は加盟

交渉を進めている。これは、中・東欧諸国がＥＵの関税同盟に参加することを意味してお

り、原産地規則でも汎欧州原産地規則が適用されることになる。これまで、中・東欧の

ＥＵ加盟候補国は、完成品のＥＵ向け輸出を前提に、第３国からの原材料輸入について関

税の減免措置を講じてきた。しかし、これはＥＵの生産者よりもこれらの国で生産を行う

第三国の生産者の方が優遇されてしまうので、暫定期間経過後、廃止されることになった。

他方、中・東欧諸国との特恵関税措置を規定する欧州協定（ＥｕｒｏｐｅＡｇｒｅｅｍｅｎｔ）に属

さない開発途上国向けの一般的な特恵関税の形態として、ＥＵは一般的な優遇関税制度を

適用する理事会規則（ＧＳＰ）を採択している。ＧＳＰは約１５０ヵ国からのＥＵへの工業製品輸

入に適用される。また、当該国の発展の度合いにより、ＧＳＰの適用が解除される卒業メカニ

ズムを有している。最近では、韓国、シンガポール、中国香港などが同制度の適用外とされた。

本レポートは、欧州に進出する、もしくは進出しようとする日系企業が、今後、ＥＵ向けの

生産拠点をどのように展開していくべきか、考える際の基礎情報資料として、ＥＵ通商法に

詳しいＤｅＢａｎｄｔ，ｖａｎＨｅｃｋｅ，Ｌａｇａｅ＆Ｌｏｅｓｃｈ法律事務所パートナーである柴崎洋一弁

護士に「特恵関税に関する原産地規則」についての解説をお願いしたものである。

ブリュッセル・センター

（１） 意義－安く作ってかつ安く輸出する

特恵関税とは、一定の国を原産とする輸入

品につき、関税の全部または一部を賦課しな

い制度である。

日本の多くの企業の基本的・伝統的な営業

理念は、「良い商品を安く作って輸出する」

ことである。欧州の市場においてこれをさら

に発展させるために特恵関税制度が役に立つ。

つまり、特恵関税制度は、これを利用して安

く作った商品をさらに安くＥＵに輸出しよう

１．特恵関税制度
とする前向きのプロジェクトを可能にする。

通商法のもう１つの分野であるアンチダン

ピング制度が、日系企業にとってもっぱら災

難でありこれに対してもっぱら防戦一方の分

野であるのに対し、特恵関税制度は、これを

利用しなければ、無関係であり、活用するこ

とにより積極的な利益が得られる。

（２） 複数の特恵関税制度

特恵関税と一口に言っても、法律的にはい

くつかの異なる制度の集合体である。その中

でも、開発途上国に対し特恵関税の恩恵を与

２ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１０

１



える閣僚理事会規則２８２０号（ＣｏｕｎｃｉｌＲｅｇ‐

ｕｌａｔｉｏｎ２８２０／９８ｏｆ２１Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９９８ａｐ‐

ｐｌｙｉｎｇａｍｕｌｔｉａｎｎｕａｌｓｃｈｅｍｅｏｆｇｅｎｅｒ‐

ａｌｉｓｅｄｔａｒｒｉｆｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｆｏｒｔｈｅｐｅｒｉｏｄ１

Ｊｕｌｙ１９９９ｔｏ３１Ｄｅｃｅｍｂｅｒ２００１、いわゆる

“ＧＳＰ”制度）と中欧・東欧を中心とする

周辺諸国との間でほぼ同一内容で締結された

い わ ゆ る「欧 州 協 定」（Ｅｕｒｏｐｅ Ａｇｒｅｅ‐

ｍｅｎｔ）に基づく特恵関税が重要である。し

たがって、この２つの制度につき解説する。

ＥＵは、開発途上国からの工業製品に対し

て１９７１年から一般的な優遇関税制度を適用す

る閣僚理事会規則（以下「ＧＳＰ」という）

を採択しているが、９５年から下記のように

ＥＵの特恵関税の制度が大幅に変更された。

９４年までは、毎年一年間有効な特恵関税の

新規則を制定したが、９５年からは４年間、そし

て最新の規則は２年半有効である。最新規則

は９８年末に採択された閣僚理事会規則２８２０／

９８（以下「ＧＳＰ規則」という）、発効は９９年７

月１日からであり、その前の類似の規則を半

年延長しているので、実質的な期間は３年と

言っても良いであろう（ＯＪＬ３５７，３０ｄｅ‐

ｃｅｍｂｅｒ１９９８，ｐ．１）。このようにして９５年か

ら対ＥＵ輸出の比較的長期計画が可能になった。

（１） 対象国は広範に及んでいる

対象国は、約１５０ヵ国に達している。アジ

ア（マレーシア、タイ、インド、ベトナム、

インドネシア、フィリピン、中国、アフガニ

スタン、バングラデシュ、パキスタン、ラオ

スなど）、中東（クエート、サウジアラビア、

イラン、アラブ首長国連邦、レバノン、シリ

アなど）、旧ソ連邦の多くの国、南アを含む

アフリカの多くの国、中南米の多くの国（メ

キシコ、コロンビア、ベネズエラ、ペルー、

チリ、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ

など）、バルカン半島などＥＵ周辺国である。

２．ＧＳＰによる特恵関税の意義と目的

なお、韓国、シンガポールおよび中国香港は、

９８年より対象国からはずれている。台湾にも

ＧＳＰは適用されない。また、後述　に述べ

られるようにこれらの国またはその一定の商

品が、一定の基準に達した場合に、特恵関税

の恩恵からはずれる点に注意する必要がある。

（２） 関税化（ｔａｒｉｆｆｉｃａｔｉｏｎ）

９４年までのＥＵのＧＳＰは、関税を掛けるか

否かというオール・オア・ナッシングのアプ

ローチであった。また、当該輸入品の一定の

数量を超えると、関税が直ちに適用されたり

もしくは適用が可能になる数量制限の制度

（ｑｕｏｔａまたはｃｅｉｌｉｎｇ）を廃止した（この制度

のもとでは、しばしば当該商品の輸入が可能

なのは、実際上年初の短期間に限られていた）。

９５年から関税は一律免除ではなく、次の４

つの製品のグループごとに重要度（ｓｅｎｓｉ‐

ｔｉｖｉｔｙ）を考慮して異なる割引率を適用する

（第２条）。これを関税化（ｔａｒｉｆｆｉｃａｔｉｏｎ）

と呼ぶ。この点、後述する欧州協定に基づく

特恵関税が１００％免除となるのに比較すると、

メリットの劣る点である（しかし、メリット

の程度は具体的に製品ごとにチェックしなけ

ればならない）。

ａ．最重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の８５％

ｂ．重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の７０％

ｃ．中間重要品目、関税（ＭＦＮｄｕｔｙ）の３５％

ｄ．非重要品目、関税は、０％になる。

例えば、

①多くの農業製品、ジュース（共通関税コー

ドＨＳ ２００９）などの食品、たばこ（ＨＳ

２４０１）、人絹単繊維（ＨＳ５４章）、人絹スフ

（ＨＳ５５章）などの一部の繊維などが上記

のａ．のグループに所属する（これらを

ｖｅｒｙｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔｓという）。これら

は、関税率のさらに８５％の対象になる（官報

で１４頁のリストであるが、適用範囲はそれ

ほど広くない）。

②生きた動物（共通関税コードＨＳ０１０１、
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０１０４、および０１０６）、肉（ＨＳ０２０７、０２０８

および０２１０など）、生きた植物（ＨＳ０６０１）、

多くの果物（ＨＳ０８１１）、植物油（ＨＳ１５１５）、

チョコレート（ＨＳ１９０４）、パスタ（ＨＳ

１９０２）、パン（ＨＳ１９０５）、そのほか多くの食

品類、靴（ＨＳ６４章）、陶器の食器（ＨＳ６９１２）、

ガラスの食器（ＨＳ７０１３）、銅および銅製

品（ＨＳ７４章）、チタニウム製品の一部（ＨＳ

８１０８）、原子力発電機（ＨＳ８４０１）、ターボ・

ジェットそのほかのガスタービン（ＨＳ

８４１１）、ミシンの一部（ＨＳ８４５２）、電気

モーターを含む家庭電気製品（ＨＳ８５０９）、

ラジオ受信機（ＨＳ８５２７）、テレビ受信機

（ＨＳ８５２８）、カセット・デッキ（ＨＳ８５２０）、

ＶＣＲ（ＨＳ８５２１）、マイクロウェーブ・オー

ブン（ＨＳ８５１６５０００）、フォークリフト

（ＨＳ８４２７）、自動車（ＨＳ８７０３）、トラック

（ＨＳ８７０４）、オートバイ（ＨＳ８７１１）その

ほか多くの製品が、関税率の７０％の関税の

対象となる重要品目（ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔ）

である（紙面の都合で多くを掲載できない

が、官報で１９頁の長いリストである）。

③魚（共通関税コードＨＳ０３０１、０３０３、０３０４、

０３０６、０３０７など）、調理または貯蔵された

魚（ＨＳ１６０４）、②でリストされた物以外

のジュース（ＨＳ２００８、２００９）、アクリル酸

（ＨＳ２９１６１１１０）、人工甘味料の一部（ＨＳ

２９４０００９０）、鞄類（ＨＳ４２０２）、皮革製品

（ＨＳ４２０４および４２０５００００）、傘（ＨＳ６６章）、

②でリストされた物以外のセラミック製品

（ｅｘ６９章）、鉛および鉛製品（ＨＳ７８０１）、

亜鉛および亜鉛製品（ＨＳ７９０１および７９０３）、

金属食器（ＨＳ８２章）、ＨＳ８４７１以外のプリ

ンター（ＨＳ８４４３）、旋盤などの工作機械

（ＨＳ８４５９、８４６０、８４６１、８４６２および８４６３）、

ディーゼルエンジンの一部（ｅｘ８４０８）、変

圧器の一部（ｅｘ８５４２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、

冷蔵庫・冷凍機の一部（ｅｘ８４１８）、洗濯機

および乾燥機（ＨＳ８４５０および８４５１）、タイ

プライターおよびワープロ（ＨＳ８４６９）、計

算機ならびに計算機を組み込んだ券売機、

キャシュレジスターおよび類似の機械（ＨＳ

８４７０）、鉛筆削り、ホッチキス、包装用機

械（ＨＳ８４７２）、変圧器（ＨＳ８５０４）、電気

磁気（ＨＳ８５０５）、マイクロフォン、スピー

カーヘッドフォン、アンプリファイヤー

（ＨＳ８５１８）、テレビ・ラジオ発信機およびテ

レビ・ビデオカメラ（ＨＳ８５２５）、レイダー

（ＨＳ８５２６）、電気コンデンサー（ＨＳ８５３２）、

電気スイッチおよびコネクター（ＨＳ８５３６）、

クレーン、ミキサー、自動車などの特殊目

的自動車（ＨＳ８７０５）、そのほか多くの製品

は、関税率の３５％の対象となる中間重要品

目（ｓｅｍｉ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｒｏｄｕｃｔ）である（紙

面の都合で掲載できないが、官報で１５頁の

比較的長いリストである）。

④写真および映画製品（共通関税コードＨＳ

３７章）、①および②ならびにＨＳ３８０９１０お

よび３８２４６０でリストされた物以外の化学

製品（ＨＳ３８章）、②および③でリストさ

れた物以外のプラスチック製品（ＨＳ３９

章）、②および③でリストされた物以外の

ゴム製品（ＨＳ４０章）、石、プラスター、

セメント、アスベストス、ミカ（ｍｉｃａ）

および類似の製品（ＨＳ６８章）、②および

③でリストされた物以外の電気機械器具、

ならびに音声録音器・画像録画機およびそ

れらの部品ならびにアクセサリー（ＨＳ８５

章）、電気機関車（ＨＳ８６章）、ＨＳ８７０９を

除くトラクター（ＨＳ８７０１）、航空機、宇

宙船およびそれらの部品（ＨＳ８８章）、②

および③でリストされた物以外の光学・写

真製品（ＨＳ９０章）、座席（ＨＳ９４０１）、台

所家具（ＨＳ９４０３４０）、玩具・ゲームの一

部（ＨＳ９５章）などの製品は関税が完全に

免除される。官報で１０頁の比較的短いリス

トであるが適用範囲は広い。

（３） 卒業メカニズム（ｇｒａｄｕａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ）

従前のＧＳＰに基づく特恵関税では、韓国、
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シンガポール、中国香港も含む１４５ヵ国・地

域の開発途上国が関税の免除または減額の恩

恵の対象となっていたが、開発が進み国民所

得が増加した一定の国の一定のセクターにつ

いては、特恵関税の適用を徐々に廃止する。

これをＧＳＰの卒業メカニズム（ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）という。

現在ＧＳＰの対象国となっている国につい

ても、下記の２つのファクターにより開発の

程度と専門化の程度を測定して、特恵関税の

適用を廃止していく（ＧＳＰ規則第３条１項）。

①当該国の一人あたりの国民所得および輸出

と、ＥＵの一人あたりの国民所得および輸

出との比率

② 下記ａ．とｂ．の比率：

ａ．当該国の当該セクターのＥＵへの輸出

が当該セクターの全輸出国からＥＵへ

の輸出品に占めるシェア。

ｂ．当該国の全製品のＥＵへの輸出がＥＵ

の全輸入品に占めるシェア。

すでに約３０の対象国の一定のセクターにつ

きＧＳＰの不適用がＧＳＰ別表Ⅱに明記されて

いる。重要なものとして次のものがある。肥

料を除く化学製品（中国）、肥料（ロシア、白

ロシア、カザフスタン、ウクライナおよびチ

リ）、プラスチックおよびゴム（マレーシア

およびタイ）、皮革製品（アルゼンチン、ブ

ラジル、インドおよびパキスタン）、木材（マ

レーシアおよびインドネシア）、紙製品（ブ

ラジル）、ＨＳ５０－６０章の各種繊維製品（イン

ドおよびパキスタン）、ＨＳ６１－６３章の各種

衣類（マレーシア、タイ、マカオおよび中国）、

ＨＳ６４－６７章の各種靴（ブラジル、タイ、イン

ドネシアおよび中国）、ガラスおよび陶器

（中国）。このリストは拡大する。なお、旧ソ

連およびその周辺諸国ならびにブラジル、メ

キシコ、南アおよび中国からのＥＣＳＣ鉄鋼製

品は、特別の理由でＧＳＰの適用がない。

さらに、当該国からのあるセクターの製品

がＧＳＰ受益国の同セクターの輸出合計の２５

％を越える場合には、特恵関税の恩恵が失わ

れる（ライオンのシェア条項、ＧＳＰ規則第

４条１項）。

従って、国民一人あたりの所得が高い国、

また同種の製品を大量にＥＵに輸出している

国は、ＧＳＰによる特恵関税の恩恵を取得す

ることが将来困難になる。

ただし、その国からの当該製品のシェアが

全受益国のＥＵへの当該セクターの全輸出の

２％以下の場合には、卒業メカニズムは適用

されない（ミニマムシェア条項、ＧＳＰ規則

第４条２項）。

なお、自由労働組合および労働協約に関す

る国際労働機関（ＩＬＯ）憲章８７および９８、な

らびに児童労働の禁止に関するＩＬＯ憲章１３７、

一定の環境基準を遵守するためのコストを考

慮してＧＳＰによる関税の引き下げ幅を顕著

に拡大する（ＧＳＰ規則第１０条）。

ＥＣと欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）は、古

くから自由貿易協定を締結し、相互の原産品

が特恵を享受するために必要な原産地のルー

ルを採択した。９４年からは、欧州経済領域

（ＥＥＡ）協定を締結し、ＥＦＴＡにとって替

わっている。

ＥＵは、経済相互援助会議（ＣＯＭＥＣＯＮ）

解体後、旧ソ連衛星国と友好通商条約を結ん

でいった。ついでＥＵは、チェコ、ポーラン

ド、ハンガリー、スロバキアの中欧、ブルガ

リア、ルーマニア、スロベニアの東欧、バル

ト３国、スイス、ノルウェー、アイスランド

の１３ヵ国との間に、欧州協定（Ｅｕｒｏｐｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）と呼ばれる第二世代の自由貿易

協定を締結した。これは、デモクラシーおよび

基本的人権擁護の理念ならびに「欧州拡大の

挑戦」という欧州委員会のレポートおよび９２

年８月のエジンバラサミットの宣言に基づき、

将来これらの国の多くがＥＵに加盟するとい

３．中・東欧諸国、ＥＦＴＡ、ＥＥＡと

ＥＵとの欧州協定
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う可能性を念頭に入れて締結されたものであ

る。具体的には、ＥＦＴＡの旧加盟国の大部分

が現在のＥＵに加盟したように、まずＥＵ－

ＥＦＴＡの条約に類似する条約を締結かつ積

極的に展開し、ＥＵ加盟交渉を並行的に行う。

欧州協定は、技術的にはＥＵと上記の各国

との間において締結されている。しかし、内

容的には、周辺国間相互に極めて類似してい

ると共に最終的にはＥＥＡ協定となったＥＵ－

ＥＦＴＡ間の条約に類似している。欧州条約

によると、「商品自由流通」（ｆｒｅｅ ｍｏｖｅ‐

ｍｅｎｔｏｆｇｏｏｄｓ）の理念に基づき（農産物、

繊維および鉄鋼製品など重要品目について保

護を認めるという例外を除き）、自由貿易の

領域が漸増していく。

また、ＥＵの経済、社会労働関係の多くの

指令および規則は「商品自由流通」を促進す

る目的もしくは効果を有する。さらにこれら

のＥＵ法を国内法化することがＥＵへの加盟

交渉の要件であるので、これらのＥＵ法の多

くは、これらの国の国内法としてすでに受け

継がれている。

欧州協定のもとでは過渡期間を過ぎれば相

互にそれぞれＥＵもしくは他の当該国の原産

品については、関税を全く適用しない。また、

ＥＵおよび原産国の原産材料のみならず他の

欧州協定加盟国の原産材料も原産材料として

最終製品の原産材料の計算に加算される（汎

ヨーロッパ原産地ルール）。この点、後に詳

細に説明する。

ＧＳＰと異なり製品の重要性により多くの

製品につき、関税が減額されるのではない。

また、相手国の多くが最終的にはＥＵ加盟を

目指しているので、貿易プロジェクトが成功

すると卒業条項によって特権関税の適用が終

了してしまうというＧＳＰのジレンマはない。

さらに、ＧＳＰは、期限のある規則の形で制

定され、現在の規則は２００１年１２月まで有効で

ある。その後今までと同様に継続されるかい

なかは、厳密に言えばその直前に規則が制定

されるまでわからないが、欧州協定には、そ

のような期限はない。したがって、長期的な

生産・投資計画が可能である。また、生産国

がＥＵの一部になれば共通市場に自動的に参

入できる。

欧州協定の中・東欧など多くの相手国が、

輸出用製品の製造のための原料・部品につき

輸入税の減免措置を与えていたが、これは

ＥＵの生産者よりもこれらの国で生産を行う

第三国の生産者の方が優遇されてしまうので、

暫定期間の経過後廃止されることになった

（欧州協定のＰｒｏｔｏｃｏｌ４の第１５条）。たとえ

ば、日本のメーカーが、ハンガリーで日本か

らの部品を用いて生産した製品の部品には関

税がかからないとすると、オランダのメー

カーが日本から部品を買って来てＥＵの関税

を払い、オランダで生産するのに比べてより

有利になる。

（１） 原産地の概念

原産地（または原産国、ｃｏｕｎｔｒｙｏｆｏｒｉ‐

ｇｉｎ）とは、当該製品がどの国で作られたか

を決定するルールと一応言えるが、その基準

は適用される協定や規則によって内容や条件

が異なるため相対的である。このことが多く

の人の誤解の原因になっている。

原産地のルールには、特恵関税に関するも

の（ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｏｒｉｇｉｎ）と非特恵関係の

もの（ｎｏｎ－ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｏｒｉｇｉｎ）とがある。

両者は、目的および内容・条件が異なるので、

原産国の決定も異なる場合がしばしばある。

「原産国」または「原産地」という言葉が

使われる場合、その意味は、たいてい「非特

恵の原産地」である。非特恵の原産地は，文

字どおり「当該製品がどの国で作られたか」

を決定するルールなので、非特恵の原産地は、

必ずある。これに対して、特恵関税の恩恵を

付与するための原産地の条件は、かなり高く

設定され、その取得がしばしば困難であるた

４．原産地の概念は相対的である
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め原産地の条件を満たす国がないことがしば

しばある。換言すると非特恵関係の原産地は、

「どこの国か？」という問題であるのに対し、

特恵関係のための原産地のルールは、「ある

かないか？」の問題である。

（２） 非特恵原産地

非特恵関係の原産地の意義は、下記のとお

りである。

① 第１に、輸入通関の手続の際に、原産地を

申告し、輸入統計の資料となる。ＥＵでは原

産地によって関税が異なるという取り扱いを

していないので関税率の点では、差異はない。

② 第２に、非特恵関係の原産地は、アンチ

ダンピング税を賦課する際の基準として使わ

れる。すなわち、かりにマレーシアの複写機

について反ダンピング調査が行われる場合に、

調査の範囲はマレーシアを原産とする複写機

となる。したがって、マレーシアで製造され

た複写機の検査のみ日本で行い、これを日本

からＥＵに出荷しても、アンチダンピング調

査の対象からはずれるわけではない。また、

この例でアンチダンピング税が賦課された場

合には、マレーシアを原産地とする複写機に

ついてアンチダンピング税が適用される。

実際、タイを原産とするミニチュアベアリ

ングにつき最初のアンチダンピング手続が行

われたときには、当該製品はタイを原産とす

るものではないという理由で手続を終了した。

結果としては、日本産であるという理由で日

本のミニチュアベアリングにつき適用されて

いたアンチダンピング税が当該製品について

適用されたはずである。

なお、この点については、ＥＵ基本アンチ

ダンピング規則に、迂回防止条項（ａｎ‐

ｔｉ－ｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｉｏｎ）が含まれているので、

その適用によるべきであって、第三国組み立

て品に対して、迂回防止条項の適用をするの

みならず、原産地規則を重複的にまたは選択

的に適用すべきでないとする議論がある。

③ 第３に、ＥＵアンチダンピング規則に、

昔スクリュードライバー条項と呼ばれた迂回

防止条項（ａｎｔｉ－ｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｉｏｎ）が含まれ

ている（ＥＵの基本アンチダンピング規則第

１３条１０項）。

ＥＵの規則ではＥＵ内または第三国でおこ

なわれた組立作業が次の条件をみたすときに

部品に対してアンチダンピング税の賦課が行

われる。

ａ．アンチダンピング調査の開始以降または

その直前に作業が開始され顕著に増加した。

ｂ．アンチダンピング措置の適用を受ける国

から輸入される関係部品が、製品の部品の

全価値の６０％以上の場合。「アンチダンピ

ング税の適用を受ける国から輸入される部

品」とは、そのような国を原産地とする材

料のことを指すので、ＥＵ内で製造された

部品でも、孫部品の大部分の原産国が輸出

国と認定されれば、その部品は依然として

アンチダンピング税の適用国を原産地とし

ている旨考えられる。

ただし、組立工程で持ち込まれた部品に対

する付加価値がその製造コストの２５％を上回

る場合には、回避行為とはみなされない。

④ 第４に、９２年ＥＣ域内統一市場（ｉｎｔｅｒ‐

ｎａｌｍａｒｋｅｔ）の完成によって、各加盟国の

輸入数量制限（ｑｕｏｔａ）は、原則として廃止

されたが、例外的に一部が残存している。こ

の場合に、法律的には、非特恵関係の原産地

の基準が使われると想定される。

⑤ 第５に、ＷＴＯセーフ・ガード協定に基

づく緊急輸入規制が行われる場合に、非特恵

関係の原産地の基準が使われると想定される。

（３） 非特恵関係の原産地の実体的基準

ＥＵの非特恵関係の原産地の実体的基準は、

６８年の閣僚理事会規則８０２号（８０２／６８）の規

定を引き継いだＥＵ関税法（Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

ＣｕｓｔｏｍｓＣｏｄｅ）により、製品の生産が２ヵ

国以上にわたるときは、最終の実質的（ｔｈｅ
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な工程が行われた国を原産地とする旨定める

とされる。ただし、最終の実質的工程は、経

済的に正当化され、そのための施設を有する

工場でなされ、新しい製品の製造もしくは製

造の重要な工程に該当しなければならない。

このような抽象的な規定では、実際の判断

が難しいので、十数種類の製品については、個

別的な規則が採択された。たとえば、ラジオテ

レビ受信機、カセットレコーダーについては、

付加価値が４５％である（付加価値基準）。半導

体については、拡散工程（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）を行う

ことが条件である（工程基準）。しかし、ほ

とんどの製品につきこのような具体的な基準

はない。この点につき関税協力理事会を継承

するＷＣＯ（ＷｏｒｌｄＣｕｓｔｏｍｓＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ、

在ブリュッセル）が具体的な基準を作ること

になっているが、その作業は進んでいない。

原産地ルールは、特恵関税に関するものも

非特恵関係に関するものも、組み立てなど当

該オペレーションが行われる国の原産地が取

得できない場合にそのオペレーションを禁止

したり違法にしたりするものではない。関税

やアンチダンピング税を賦課されるだけであ

る。しかし、生産国政府から日系企業の進出

や投資にあたり政治的な理由で、一定の付加

価値やローカルコンテンツを要求される場合

がある。そのため、そのような場合と原産地

ルールとが混同される１つの原因になってい

る。日本からの自動車の数量制限との関係で、

本来適用されるべき非特恵原産地ルールの代

わりに、特恵関税の原産地ルール（６０％）ま

たはこれよりもさらに困難な基準（７０％もし

くは８０％）を政治的な圧力から要求されたこ

とは記憶に新しいことである。

（１） 原産地取得の条件

生産が２ヵ国にわたるときは、十分な加工

が 行 わ れ た （ｕｎｄｅｒｇｏｎｅ ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｌｙ

５．ＧＳＰに基づく原産地規則

ｗｏｒｋｉｎｇｏｒｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）ときに、当該国

が原産地と考えられる（第６７条１項（ｂ））。

「十分な加工」とは、９９年１月２２日までは、

非原産材料のすべての関税分類コードが変更

するかまたはＥＵ関税法施行規則（Ｃｏｍ‐

ｍｉｓｓｉｏｎＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｌａｙｉｎｇｄｏｗｎｐｒｏｖｉ‐

ｓｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｉｍｐｌｉｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＣｏｕｎｃｉｌ

ＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｅｓｔａｂｌｉｓｈｉｎｇｔｈｅＣｏｍｍｕｎｉｔｙ

ＣｕｓｔｏｍｓＣｏｄｅ）の添付１５の表の定める条

件を満たす場合となっていた。

しかし、９９年１月１５日の欧州委員会規則４６

号（４６／１９９９）により変更されたＥＵ関税法

施行規則により、単にＥＵ関税法の添付１５の

表の定める条件を満たす場合のみ、十分な加

工が行われたと考えられる（第６９条第１項、

２項）ことになった。したがって原産地の基

準は、歴史的には、関税コードの変更を基礎

にする場合が多かったが、現在は付加価値お

よび非原産材料の価額よりも大きな原産材料

の価額などの基準を多く使用している。また、

一般的な傾向として原産地の条件をかなり緩

和してきている。したがって、５年前、１０年

前に困難であったことがそうでなくなってい

る場合がしばしばある。現在の添付１５の表は、

９９年１月１５日付けの欧州委員会規則４６号

（４６／１９９９）で改正されている（ＯＪＬ１０，

１５Ｊａｎｕａｒｙ１９９９，ｐ．９－８０）。

従来は、ＧＳＰの原産地の条件は、欧州協

定のそれよりもハードルのより高い、難しい

ものであったが、この改正でほとんど同じ水

準になった。

① ４０％基準

ＧＳＰ規則添付１５の表のうち最も簡単な条

件は、「非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こと

である。このアプローチは、付加価値６０％と

必ずしも同じではない。工場渡し価格がコス

ト割れの場合には、コストによる付加価値が

６０％であっても非原産材料が、工場渡し価格
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（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えてしまう。

蒸気機関（ＨＳ８４０６）、エンジン（ＨＳ

８４０７）、上記２つのパーツ（ＨＳ８４０９）、ジー

ゼルエンジン（ＨＳ８４０８）、モーター（ＨＳ

８４１２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、繊維製造用機

械（ＨＳ８４４４－８４４７）、タイプライターおよ

び計算機などの事務機（ＨＳ８４６９－８４７２）、

旋盤・工作機械（ＨＳ８４５６－８４６６）、種々の

機械／部品（ＨＳ８４８５および８５２２）、電気絶

縁コードおよび機器（ＨＳ８５４４、８５４６および

８５４７）、炭素電極など（ＨＳ８５４５）、電気機関

車（ＨＳ８６０８）、自動車（ＨＳ８７０３）、オプ

ティカルファイバー（ＨＳ９００１）、レンズ、

プリズム、鏡その他光学機器（ＨＳ９００２）、

眼鏡（ＨＳ９００４）、楽器（ＨＳ９２章）などは、

これだけが条件になっている。

② 非原産材料が原産材料を超えない

「非 原 産 材 料 が、 工 場 渡 し 価 格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こ

とに加えて「非原産材料が原産材料を超えな

い」という第二の要件をも満たすことが必要

とされる場合。（ｘ）マイクロフォン、アン

プおよびスピーカー（ＨＳ８５１８）、ラジオ送

信機、テレビカメラなど（ＨＳ８５２５）、レー

ダー、ラジオリモートコントロール（ＨＳ

８５２６）、ラジオ受信機（ＨＳ８５２７）、テレビ受

信機（ＨＳ ８５２８）、ＨＳ ８５２５－８５２８の部品

（ＨＳ８５２９）、ならびに（ｙ）カセットレ

コーダー（ＨＳ８５２０）、ＶＣＲ（ＨＳ８５２１）、エ

ンジンのサイズにより２０～３０％オートバイ

（ＨＳ８７１１）などである。これらについては、

また選択的な１つの条件として、「非原産材

料が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５

％以下（ｘの場合）もしくは３０％以下（ｙの

場合）、またはオートバイのようにエンジン

の容量により２０～３０％」であれば、通常原産

品と扱われ特恵関税の対象となる。

③ すべての材料の４桁の関税コードが変更

されること

下記の製品については、すべての材料の関

税コードが変更されることが要件とされてい

る。セラミック製品（ＨＳ６９章）、ガラス

（ＨＳ７０章）、ナイフおよび切削刃（ＨＳ８２１１

および８２１４）、スプーン（ＨＳ８２１５）、集中暖

房用ボイラー（ＨＳ８４０３および８４０４、ただし、

上記４０％の基準も選択的に使える）、船舶

（ＨＳ８９章、ただし、上記４０％の基準も選択

的に使える）。一般的にこの要件を満たすの

は容易ではない。そのため、過去においては、

この基準が多くの製品に適用されてきた。

上記の組み合わせのような条件を必要とす

る製品もある。

④ ①と③の組み合わせ

４０％とすべての材料の４桁の関税コードが

変更されることの双方が必要とされる製品と

して下記がある。原子炉（ＨＳ８４章）、ター

ボ・ジェット、ターボ・プロペラ、その他の

ガスタービン（ＨＳ８４１１）、工業用扇風機およ

び送風機（ＨＳ８４１４）、計量器（ＨＳ８４２３）。

選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％（原子炉は３０％）を超えなければ

それだけ原産地が取得できる。

⑤ ①、②および③の組み合わせ

冷蔵庫および冷凍機（ＨＳ８４１８）、望遠鏡

および双眼鏡（ＨＳ９００５）。

これらについては、また選択的な１つの条

件として、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－

ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５％以下（前者）もしくは３０

％以下（後者）であれば、原産品と扱われる。

⑥ 製品と同じ関税コードの部品の材料価額

が工場渡し価格の１０％を超えないこと

例えば、材料（ｍｉｃｒｏｃｈｉｐｓ）から製造さ

れた関税コード（ＨＳＨｅａｄｉｎｇ８５４２）の半

導体（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｓ）については、
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次の２つの条件が規定されている。電気モー

ターおよび発電機（ＨＳ８５０１および８５０２）も

ほぼ同じ内容である。

－ａ．非原産材料が製品の工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えないこ

と、およびｂ．非原産材料のうち、共通関

税コードＨＳ８５４１およびＨＳ８５４２の材料が

製品の工場渡し価格の１０％を超えないこと。

－選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％を超えなければそれだけで原産

地が取得できる。

また、以前存在した「非原産国の専用部品

が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の５％

を超えないこと」という条件は、しばしば困

難を伴う。このため、アンチダンピング税を

賦課された某社が、日本から第三国に複写機

生産を移したときに、この要件のため特恵関

税は得られなかったと言われている。

さらに、上記の２つの要件に加えて少数の

製品であるが、ラジオ・テレビ受信機など、

「トランジスターがすべて原産国製品であ

る」という追加要件が比較的最近まで必要で

あり、日本製のトランジスターを使わせない

ようにしていた。しかし、この点は、最近改

正されたので、ビジネスチャンスである。最

新の添付表は、９９年に採択されたので、一読

されることをお勧めする（ＯＪＬ１５Ｊａｎｕ‐

ａｒｙ１９９９，ｐ．９－８０）。

（２） 原産地条件の例外

① 不完全な加工

上記　の条件を満たせば、原産地の条件は

満たされるのが通常である。しかし、何も実

際の加工をせず利益のみで付加価値をつけよ

うとする濫用も考えられるので、下記の加工

などでは不十分であると規定されている（関

税施行規則第７０条１項）。利益が付加価値と

して認められること自体が否定されるもので

はない。

ａ．製品の保護・保管のための運送・保管中

の良い条件を維持するための活動

ｂ．廃塵、取捨選択、分類、結合、洗濯、塗

装、切断などの単純な活動

ｃ．ｉ．包装の変更、パッケージの破棄およ

びその組み立て

ｉｉ．単なる瓶、フラスコ、袋、ケース

への充填、単なるカードもしくは板へ

の接着ならびにその他すべての単純な

梱包活動

ｄ．製品もしくはその包装におけるマーク、

ラベルその他類似の識別のための符号を付

加すること

ｅ．混合物の構成物が輸出国またはＥＵの原

産地の条件をみたさない場合にこれら同種

または異種の製品を単に混合すること

ｆ．完成品を構成する部品の単なる組み立て

ｇ．ａ～ｆまでの組み合わせ

ｈ．動物の解体処理

② ５％の例外

上記の例外としてＨＳ５０～６３章以外の製品

については、最終製品の工場渡し価格の５％

を超えない範囲で非原産材料を用いることが

できる。非原産材料が超えてはならない１以

上の最大限のパーセンテージが要件となって

いる場合は、これらのパーセンテージを超え

てはならない（関税施行規則第７１条）。した

がって、この例外が意味を有するのは、関税

コードの変更や非原産材料が原産材料を超え

てはならない条件など、パーセンテージの要

件以外の条件が適用される場合であろう。

③ アクセサリー、スペアパーツおよび道具

アクセサリー、スペアパーツおよび道具

（ｔｏｏｌｓ）が、通常機械、車両などの一部と

なりその価格に含まれているかまたは別に請

求されない場合には、機械、車両などの一部

となる（関税施行規則第７３条）。
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④ セット

セットは、それを構成している物品が原産

品である場合に原産品となる。ただし、セッ

トが原産品と非原産品で構成されている場合

は、非原産品の物品の価額がセットの工場渡

し価格の１５％以下であれば、セット全体が原

産品となる（関税施行規則第７４条）。

（３） ＥＵ原産材料の加算

「ＥＵ－輸出国原産材料の累積」が重要で

ある（ｄｏｎｏｒｃｏｕｎｔｒｙｅｌｅｍｅｎｔ）。例えば、

インドからの輸出品については、ＥＵを原産

とする材料は、すべて原産品に加算される

（関税施行規則第６７条２項）。そのような材

料は、十分な作業または工程を経る必要はな

いが、関税施行規則第７０条の不十分な作業ま

たは工程を超える作業または工程を経なけれ

ばならない。

（４） ＡＳＥＡＮ原産材料の加算

「ＡＳＥＡＮ地域付加価値累積ルール」が重

要である。ＡＳＥＡＮ地域の材料は、すべて加

算される（関税施行規則第７３条）。例えば、

輸出国がマレーシアで、材料がインドネシア、

タイ、フィリピンおよびベトナムから調達さ

れている場合には、ＡＳＥＡＮ地域の原産品は

すべて最終工程が行われた国の付加価値に累

積される。ただし、最終工程が行われた国の

付加価値が、材料を供給したＡＳＥＡＮの他の

国の材料のうち最も高い材料を供給した国の

価額よりも高くなければならない。そうでな

い場合には原産材料のうち最も高い価額の材

料を供給した国の原産品と考える（同第７２条

３項）。

（５） 吸収ルール（ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｒｕｌｅまたは

ｒｏｌｌｕｐｒｕｌｅ）

非原産材料も輸出国において原産地ルール

の適用により原産材料に転換することもでき

る。すなわち、非原産材料が原産材料に転換

される。たとえば、マレーシア原産となった

半導体の一部の材料が日本を原産とする場合

であっても、それがマレーシアでテレビの製

造に使われれば、半導体の価額の全額がマ

レーシア原産とカウントされる（関税施行規

則第６９条３項および添付表１４、ノート３．１参

照。ＯＪＬ１０，１５．１．１９９９，ｐ．１－４）

なお、下記７．（６）に記載されたエンジンに適

用される吸収ルールは、ＧＳＰ規則の上記ノー

ト３．１でも同様に引用されている。ただし、下

記７．（５）との比較では、ＡＳＥＡＮを別とする

と汎ヨーロッパ原産地ルールに匹敵する広域

における原産地部品の調達が難しいのでその

分がＧＳＰでは困難な要素となる可能性があ

る。

（６） 個別適用

上記の原産地の条件を判断するための単位

は、ＨＳシステムの関税の分類を行うときの

基本単位（ｂａｓｉｃｕｎｉｔ）である。ＨＳシステ

ムの関税の分類により１つの製品が複数の物

もしくは集合体である場合、その全体が基本

単位となる。貨物がＨＳシステム上同一の関

税分類がなされる商品の場合、その各々につ

き原産地の条件が満たされなければならない

（関税施行規則第７０条ａ．１項）。

したがって同種の商品を反復して輸入する

場合には、各々の商品につき原産地の条件を

毎回充足しなければならない。製品全体の平

均として、または一定の期間の平均もしくは

会計年度で平均値として満たせばよいもので

はない（ここは、アンチダンピング調査の際

の計算方法と異なるところである）。

（７） 直接輸出の要件

輸出国とＥＵの間の運送は、原則として直

接行われなければならない（関税施行規則第

７８条）。

（８） 原産地証明書の発行と提出
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特恵関税の適用を実際に受ける場合に必要

な移動証明書（ｍｏｖｅｍｅｎｔｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）は

Ｆｏｒｍ Ａと呼ばれ、これは原産地証明書で

もある（関税施行規則第８１条１項）。Ｆｏｒｍ

Ａは、輸出国の税関または権限のある当局が

発行する（関税施行規則第８１条５項）。

Ｆｏｒｍ Ａは、輸出者書面による申請に基づ

き、かつ特恵関税のための証拠書類が提出さ

れた場合のみ発行される（同条２、３および

４項）。輸出者は、税関など輸出国当局の請

求により常に適正な証拠を提出しなければな

らない（同条４項）。輸出国の当局が、製品

の原産地の確認に必要な手続を行う責任を有

する（同第８４条）。

Ｆｏｒｍ Ａは、輸出国当局の発行から１０ヵ

月以内に輸入国の当局に提出されなければな

らない（関税施行規則第８２条１項）。上記時

間の制限は、例外的な場合には超過が許され

る（同２項）。また、他の遅延の場合も製品

が１０ヵ月以内に輸入国の当局に提示されれば、

これを受諾することができる（同３項）。

（９） ＧＳＰに基づく原産地証明書の調査手続

互恵・共同運用のＥＵと相手国間のいわゆ

る欧州協定特恵関税に相対してＧＳＰの規則

に基づく特恵関税は、ＥＵが多くの開発途上

国に対して一方的、恩恵的に与える制度であ

る。したがってその運用も、輸出国の税関に

行わせしむる点もあり、ＥＵまたはその加盟

国の税関の一方的な運用という側面もある。

Ｆｏｒｍ Ａ（原産地証明書）が輸出国に返

還された後、輸出国の税関は、６ヵ月以内に

調査確認手続（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を行い、かつ

その結果を当該ＥＵの税関に伝達しなければ

ならない（関税施行規則第９４条３項）。この

結果は、Ｆｏｒｍ Ａが実際に特恵関税を受け

られることを証明（ｅｓｔａｂｌｉｓｈ）するもので

なければならない。この点に関して、輸出国

の関税当局は、輸出関係の文書を少なくとも

３年間保管しなければならない（同条７項）。

したがって、いったん輸出国の当局が原産地

を認めたからといっても、後に覆されること

が当然ありうるわけである。日系企業は、

「いったんお上が発行してくれたものは、覆

らない（少なくとも自分の責任ではない）。」

あるいは「当局が発行してくれれば、弁護士

の意見や詳細の検討など不要である」という

安易な仮定をする場合が多いので注意しなけ

ればならない。

Ｆｏｒｍ Ａ（原産地証明書）の事後調査確

認（ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）手続の要請

から６ヵ月以内に輸出国の税関当局が調査の

結果に関する回答をしない虞れが存し、また

は当該回答が製品の原産地を決定するのに十

分な情報を含まない場合には、２回目の調査

要請の連絡を輸出国当局に送付する（関税施

行規則第９４条５項）。２回目の調査要請の連

絡の後４ヵ月以内に輸出国の税関当局が調査

の結果に関する回答をせずまたは当該回答が

製品の原産地を決定せしめない場合には、調

査を要請した当局は、例外的な場合を除き、

特恵関税の適用を拒絶する（同９４条５項）。

互恵的な欧州協定と異なり、ＧＳＰの制度に

おいては、解釈の問題が生じたり２国間で紛

争が生じたときも、ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｔ‐

ｔｅｅまたは関税協力委員会に相当する機関は

ない。また、ＦａｒｏｅＳｅａｆｏｏｄ事件（Ｊｏｉｎｅｄ

Ｃａｓｅｓ Ｃ－１５３／９４ ａｎｄ Ｃ－２０４／９４［１９９６］

ＥＣＲ２４６５，２５５２）で欧州裁判所は、ＥＵが調

査団を輸出国に派遣した例で、原産国の確認

が出来ない場合には、仮に輸出国当局が信義

にしたがって証明書を発行し、かつＥＵとは

相異なる意見を有していても、また原産地委

員会に付託されていなくても、輸入国の税関

は当該商品の通関後であったとしても関税の

請求を行うことができる、と判示している。

（１） 原産地を取得するための条件

特恵関税の原産地の取得に関する従前の原

６．欧州協定に基づく原産地規則
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産地ルールは、新しい汎ヨーロッパ原産地

ルールに関しても維持されている。すなわち、

非原産品も、「十分に加工された」（ｓｕｆｆｉ‐

ｃｉｅｎｔｌｙｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ）場合に原産地を取得

する。しかし、実際には各商品ごとに具体的

な要件を定めた表が、欧州協定のプロトコー

ル４（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ４）に別表２として添付され

ているのでそれにより具体的なルールが確認

できる（なお、当該製品が各協定にカバーされ

ているかいないかは、各協定によって異なる

のでこの点をまず確認しなければならない）。

新しい汎ヨーロッパ原産地ルールは、今ま

で最も進んだ原産地のルールとされている

ＥＥＡルールを模範としているが、いくつか

の違いが認められる。

第１に、９６年１月１日に発効した関税の分

類 に 関 す る 統 一 制 度 （ｈａｒｍｏｎｉｚｅｄ

ｓｙｓｔｅｍ）に基づいている。

第２に、技術進歩に伴う加工の進歩がある

程度考慮されている。

第３に、多くの協定が、多国籍累積ルール

（ｄｉａｇｏｎａｌａｃｃｕｍｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）により相

互に関係している。

なお、以下のルールは、具体的な原産地の

条件の例示であるが、前に述べた事由により、

ＧＳＰの最新の改正により、これらの製品に

ついては同じ条件となっている。

① ４０％基準

プロトコール４添付２の表のうち最も簡単

な条件は、「非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」こと

である。このアプローチは、付加価値６０％と

必ずしも同じではない。工場渡し価格がコス

ト割れの場合には、コストによる付加価値が

６０％であっても非原産材料が、工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えてしまう。

蒸気機関（ＨＳ８４０６）、エンジン（ＨＳ

８４０７）、上記２つのパーツ（ＨＳ８４０９）、ジー

ゼルエンジン（ＨＳ８４０８）、モーター（ＨＳ

８４１２）、エアコン（ＨＳ８４１５）、繊維製造用機

械（ＨＳ８４４４－８４４７）、旋盤・工作機械（ＨＳ

８４５６－８４６６）、タイプライターおよび計算機

などの事務機（ＨＳ８４６９－８４７２）、種々の機

械／部品（ＨＳ８４８５および８５２２）、電気絶縁

コードおよび機器（ＨＳ８５４４、８５４６および

８５４７）、炭素電極など（ＨＳ８５４５）、電気機関

車（ＨＳ８６０８）、自動車（ＨＳ８７０３）、オプ

ティカルファイバー（ＨＳ９００１）、レンズ、

プリズム、鏡そのほか光学機器（ＨＳ９００２）、

眼鏡（ＨＳ９００４）、楽器（ＨＳ９２章）などは、

これだけが条件になっている。

② 非原産材料が原産材料を超えない

「非原産材料が、工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋ

ｐｒｉｃｅ）の４０％以下である」ことに加えて「非

原産材料が原産材料を超えない」という第二

の要件をも満たすことが必要とされる場合。

（ｘ）マイクロフォン、アンプおよびスピー

カー（ＨＳ８５１８）、ラジオ送信機、テレビカメ

ラなど（ＨＳ８５２５）、レーダー、ラジオリモー

トコントロール（ＨＳ８５２６）、ラジオ受信機

（ＨＳ８５２７）、テレビ受信機（ＨＳ８５２８）、ＨＳ

８５２５－８５２８の部品（ＨＳ８５２９）、ならびに（ｙ）

カセットレコーダー（ＨＳ８５２０）、ＶＣＲ

（ＨＳ８５２１）、エンジンのサイズにより２０～３０

％オートバイ（ＨＳ８７１１）などである。これ

らについては、また選択的な１つの条件とし

て、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－ｗｏｒｋ

ｐｒｉｃｅ）の２５％以下（ｘの場合）もしくは３０％

以下（ｙの場合）、またはオートバイのよう

にエンジンの容量により２０～３０％」であれば、

通常原産品と扱われ特恵関税の対象となる。

③ すべての材料の４桁の関税コードが変更

されること

下記の製品については、すべての材料の関

税コードが変更されることが要件とされてい

る。セラミック製品（ＨＳ６９章）、ガラス

（ＨＳ７０章）、ナイフおよび切削刃（ＨＳ８２１１
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および８２１４）、スプーン（ＨＳ８２１５）、集中暖

房用ボイラー（ＨＳ８４０３および８４０４、ただし、

上記４０％の基準も選択的に使える）、船舶

（ＨＳ８９章、ただし、上記４０％の基準も選択

的に使える）。一般的にこの要件を満たすの

は容易ではない。そのため、過去においては、

この基準が多くの製品に適用されてきた。

上記の組み合わせのような条件を必要とす

る製品もある。

④ ①と③の組み合わせ

４０％とすべての材料の４桁の関税コードが

変更されることの双方が必要とされる製品と

して下記がある。原子炉（ＨＳ８４章）、ターボ

・ジェット、ターボ・プロペラ、その他のガ

スタービン（ＨＳ８４１１）、工業用扇風機およ

び送風機（ＨＳ８４１４）、計量器（ＨＳ８４２３）。

選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％（原子炉は３０％）を超えなければ

それだけ原産地が取得できる。

⑤ ①、②および③の組み合わせ

冷蔵庫および冷凍機（ＨＳ８４１８）、望遠鏡

および双眼鏡（ＨＳ９００５）。

これらについては、また選択的な１つの条

件として、「非原産材料が工場渡し価格（ｅｘ－

ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の２５％以下（前者）もしくは３０

％以下（後者）であれば、原産品と扱われる。

⑥ 製品と同じ関税コードの部品の材料価額

が工場渡し価格の１０％を超えないこと

例えば、材料（ｍｉｃｒｏｃｈｉｐｓ）から製造さ

れた関税コード（ＨＳＨｅａｄｉｎｇ８５４２）の半

導体（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｓ）については、

次の２つの条件が規定されている。電気モー

ターおよび発電機（ＨＳ８５０１および８５０２）も

ほぼ同じ内容である。

－ａ．非原産材料が製品の工場渡し価格

（ｅｘ－ｗｏｒｋｐｒｉｃｅ）の４０％を超えないこ

と、およびｂ．非原産材料のうち、共通関

税コードＨＳ８５４１およびＨＳ８５４２の材料が

製品の工場渡し価格の１０％を超えないこと。

－選択的基準として、非原産材料が工場渡し

価格の２５％を超えなければそれだけで原産

地が取得できる。

（２） 原産地条件の例外

① 不完全な加工

上記　の条件を満たせば、原産地の条件は

満たされるのが通常である。しかし、何も実

際の加工をせず利益のみで付加価値をつけよ

うとする濫用も考えられるので、否定的に下

記の加工などでは不十分であると規定されて

いる（プロトコール４、第７条１項）。利益

が付加価値として認められること自体が否定

されるものではない。

ａ．製品の保護・保管のための運送・保管中

の良い条件を維持するための活動

ｂ．廃塵、取捨選択、分類、結合、洗濯、塗

装、切断などの単純な活動

ｃ．ｉ．包装の変更、パッケージの破棄およ

びその組み立て

ｉｉ．単なる瓶、フラスコ、袋、ケース

への充填、単なるカードもしくは板へ

の接着ならびにその他すべての単純な

梱包活動

ｄ．製品もしくはその包装におけるマーク、

ラベルその他類似の識別のための符号を付

加すること

ｅ．混合物の構成物が輸出国またはＥＵの原

産地の条件をみたさない場合にこれら同種

または異種の製品を単に混合すること

ｆ．完成品を構成する部品の単なる組み立て

ｇ．ａ～ｆまでの組み合わせ

ｈ．動物の解体処理

なお、ＥＵと他方の締約国のそれぞれの活

動を合わせて考慮したうえで当該活動が不十

分か否かの判断を行う（プロトコール４、第

７条２項）。この点は、ＧＳＰ規則には、規定
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されていない点である。

② １０％の例外

上記の例外としてＨＳ５０から６３章以外の製

品については、最終製品の工場渡し価格の１０

％を超えない範囲で非原産材料を用いること

ができる。非原産材料が超えてはならない１

以上の最大限のパーセンテージが要件となっ

ている場合は、これらのパーセンテージを超

えてはならない（プロトコール４、第６条２

項）。したがって、この例外が意味を有するの

は、関税コードの変更や非原産材料が原産材

料を超えてはならない条件など、パーセン

テージの要件以外の条件が適用される場合で

あろう。

③ アクセサリー、スペアパーツおよび道具

アクセサリー、スペアパーツおよび道具

（ｔｏｏｌｓ）が、通常機械、車両などの一部と

なりその価格に含まれているかまたは別に請

求されない場合には、機械、車両などの一部

となる（プロトコール４、第９条）。

④ セット

セットは、それを構成している物品が原産

品である場合に原産品となる。ただし、セッ

トが原産品と非原産品で構成されている場合

は、非原産品の物品の価額がセットの工場渡

し価格の１５％以下であれば、セット全体が原

産品となる（プロトコール４、第１０条）。

（３） ２国間累積ルール（ｂｉｌａｔｅｒａｌａｃｃｕ‐

ｍｕｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）

従来から２国間累積ルール（ｂｉｌａｔｅｒａｌ

ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｒｕｌｅ）が認められている。こ

れによると、「ＥＵを原産とする材料は、

チェコにおいて取得される製品に組み込まれ

る場合にはチェコを原産とすると考えられる。

そのような材料は、十分な作業または工程を

経る必要はないが、第７条１項の不十分な作

業または工程を超える作業または工程を経な

ければならない」（プロトコール４、第３条）。

（４） 汎ヨーロッパ原産地ルール

９７年および９９年、欧州協定（Ｅｕｒｏｐｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）の原産地ルールの改正により、

汎ヨーロッパレベルの原産地累積のルール

（Ｐａｎ－ＥｕｒｏｐｅａｎＳｙｓｔｅｍ）が成立した。

新しい汎ヨーロッパ原産地ルールの主な目的

は、ＥＵとポーランド、ハンガリーなどの旧

社会主義国との間の原産地に関する協定を、

ＥＦＴＡまたはＥＥＡとの間でＥＵが結んでい

る協定の進んだ内容に改めることである。こ

の汎ヨーロッパ原産地ルールは、発展段階の

飛躍的に進んだ原産地規則の形態である。

ＧＳＰには、一般的に含まれていない。ＧＳＰ

には、ＡＳＥＡＮなどの地域累積のルールがあ

るが、汎ヨーロッパ原産地ルールに比べると

遙かに限定的である。

ＥＵ、ノルウェー、アイスランド、スイス、

リヒテンシュタイン、トルコ（例外あり）、

チェコ、スロバキア、ブルガリア、スロバニ

ア、ルーマニア、エストニア、ラトビア、リ

トアニア、ポーランドおよびハンガリーを原

産とする材料は、輸出国において取得される

製品に組み込まれる場合にその国またはＥＵ

の原産品と考えられる（多国間累積ルール、

プロトコール４の第３条１項、第４条１項）。

そのような材料は、十分な作業または工程を

経る必要はないが、第７条１項の不十分な作

業または工程を超える作業または工程を経て

いない場合には、輸出国における付加価値が

上記の他のいかなる１国における付加価値よ

りも大きくなければならない。」（プロトコー

ル４の第３条２項、第４条２項）。

例えばポーランドで生産を行うものは、こ

れらの地域の何れの国からその原産材料を調

達しても、第７条の不完全な加工以上の加工

を行えば非原産材料とはならないのでＥＵに

輸出される場合原産地の認定上有利に扱って

もらえる。ＥＵの生産者も、チェコから調達

した材料について、第７条の不完全な加工以
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上の加工を行えば非原産材料として扱われな

いので特恵関税を利用して中欧の他の国に輸

出できる。

（５） 関税払い戻しの禁止

従来中欧などの生産を伴う投資招聘国では、

輸出される場合に輸入材料に適用される関税

の払い戻し（または免除）を行っていたとこ

ろがあった。ＥＵの生産者が、ＥＵ外からの

輸入部品または材料につき必ず関税を払わな

ければならないことと権衡を失するという批

判があった。

したがって、新しい原産地ルールは、これ

を禁止することにした（第１５条１項）。しかし、

これらの国の関税は、ＥＵのそれよりも高い

場合が多いので、多くの製品の種類につき、そ

の関税分類により５％（ＨＳ２５～４９章および

６４～９７章）または１０％（ＨＳ５０～６３章）という

ような関税の払い戻し（または免除）を認めた。

また、暫定的に払い戻し（免除）制度を継続で

きるという例外が定められている場合がある。

（６） 吸収ルール（ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｒｕｌｅまたは

ｒｏｌｌｕｐｒｕｌｅ）

非原産材料も輸出国において原産地ルール

の適用により原産材料に転換することもでき

る。すなわち、非原産材料が原産材料に転換

される。たとえば、ブルガリア産となった半

導体の一部の材料が日本を原産とする場合で

あっても、テレビの製造に使われれば、半導

体の価額の全額がブルガリア原産とカウント

される（プロトコール４別表１、ノート３．１）。

これを吸収ルールという。

吸収ルールは重要である。上記の半導体の

例では、日本から材料を持ってきて製造を

行っている日系メーカーからその製造国の原

産品である半導体を購入すれば、購入価格全

体が原産材料となる。

また、例えば、エンジンも自動車も非原産

材料が４０％を超えないことが原産地取得の条

件である。上記プロトコール４別表１、ノー

ト３．１に粗加工材料、例えば、ＨＳ ７２２４

“ｏｔｈｅｒｓｔｅｅｌｒｏｕｇｈｌｙｓｈａｐｅｄｂｙｆｏｒｇ‐

ｉｎｇ”からエンジンを製造する具体例が示さ

れている。まず日本（またはその他のＥＵも

しくは上記の国々以外の国）からの鋳塊

（ｉｎｇｏｔ）は、粗加工材料（例えば、ＨＳ

７２２４など）に加工される段階で加工地の原産

地を取得するので日本など第三国の材料は吸

収されてカウントされなくなる（かりにこの

部分を３万円としよう）。さらに、このよう

に吸収されなかった日本その他の第三国の材

料が１０万円あったとする。エンジンの価額を

２５万円とすると、日本から１３万円の材料を

持ってきて２５万円のエンジンを作ると２５万円

全体が原産材料になる。

上記の例で自動車の価格を１００万円、現地

の自動車生産会社の利益を５％とすると、残

り７０万円（＝１００－５－２５）の付加価値のう

ちまだエンジン以外に４０万円日本から持って

きてよいことになる。かりに労務費・製造加

工費が１５万円とすると、材料費合計８０万円

（＝１００－５－１５）のうち、５３万円相当分日

本から持ってきてよいことになる。吸収ルー

ルをエンジンのほかに他の部品にも適用でき

れば、実際日本から持ってこられる部品はさ

らに増えてもよいことになる。勿論、エンジ

ンやその他の部品は自分で作らなくても部品

メーカーや他の自動車メーカーから買っても

よいわけである。

（７） 個別適用

上記の原産地の条件を判断するための単位

は、ＨＳシステムの関税の分類を行うときの

基本単位（ｂａｓｉｃｕｎｉｔ）である。ＨＳシステ

ムの関税の分類により１つの製品が複数の物

もしくは集合体である場合、その全体が基本

単位となる。貨物がＨＳシステム上同一の関

税分類がなされる商品の場合、その各々につ

き原産地の条件が満たされなければならない
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（プロトコール４、第８条）。

したがって同種の商品を反復して輸入する

場合には、各々の商品につき原産地の条件を

毎回充足しなければならない。製品全体の平

均として、または一定の期間の平均もしくは

会計年度で平均値として満たせばよいもので

はない（ここは、アンチダンピング調査の際

の計算方法と異なるところである）。

（８） 直接輸出の要件

輸出国とＥＵの間の運送は、原則として直

接行われなければならない（プロトコール４、

第１３条）。

（９） 原産地証明書の発行

特恵関税の適用を実際に受ける場合に必要

な移動証明書（ｍｏｖｅｍｅｎｔｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）は

ＥＵＲ．１と呼ばれ、これは原産地証明書でもあ

る。

ＥＵＲ．１は、輸出国の税関が発行する。さ

らに、最近輸出者はその責任でＥＵＲ．１を発

行できるようになった（第１７条１項）。輸出

者は、税関の請求により常に適正な証拠を提

出する用意ができていなければならない（同

３項）。また、輸出者は、第１７条３項に規定

された証拠を３年間保管しなければならない

（第２８条１項）。輸出国の税関は、原産地の

要件を確認する責任を有する（第１７条５項）。

（１０） 欧州協定に基づく原産地の調査

原産地証明書ＥＵＲ．１発行後の調査および

確認（ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は、輸出国

の税関によってアトランダムにもしくは輸入

国の税関当局が原産地の有無もしくは書類の

真正またはその他プロトコール４の条件につ

き合理的な嫌疑を有する場合に行われる

（ＥＵ・チェコ間の欧州協定のＰｒｏｔｏｃｏｌ４、

第３２条１項）。

輸入国の税関のイニシアチブにかかる場合、

輸入国の税関は、輸出国の税関にＥＵＲ．１お

よびインボイスを返却する。適当な場合には、

調査を求める理由を添える。原産地の証拠と

して提出された情報が不正確であることを示

す書類または情報も送付される（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ４、

第３２条２項）。

ＥＵＲ．１の確認は、輸出国の税関がこれを

行う。輸出国の税関は、証拠を請求し、輸出者

の会計書類またはその他の書類を検査する

（同３項）。調査期間中、輸入国の税関は、その

後の輸入通関につき、予防措置（ｐｒｅｃａｕ‐

ｔｉｏｎａｒｙｍｅａｓｕｒｅ）を条件にこれを認める

ことができる（同４項）。実務上、予防措置とし

て銀行保証の差し入れがなされる場合が多い。

ＥＵと上記の１０数ヵ国とのいわゆる欧州協

定のプロトコール４により規定されている

ルールは、２当事国間の国際協定による取り

決めで、かつ相互的な特恵の付与の形をとっ

ている。この取り決めの運用および原産地の

調査確認手続は、その多くが共同行為によっ

て行われる。

ＥＵＲ．１（原産地証明書）の調査確認

（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）手続の要請から１０ヵ月以内

に輸出国の税関当局が調査の結果に関する回

答をしない虞れが存し、または当該回答が製

品の原産地を決定するのに十分な情報を含ま

ない場合には、調査を要請した関税当局は特

恵関税の適用を拒絶する（第３２条６項）。実

務上は当事者がある程度の理由を有する場合

には、ただちに関税を賦課しない場合も多い。

しかし、関税の時効は、一般に３年なので早

急に必要な措置を取らないと厳しい取り立て

の手続が始まる。

この際に、輸出国および輸入国の間におい

て解決の出来ない紛争が生じ、またはプロト

コールの解釈の問題が生じたときは、Ａｓｓｏ‐

ｃｉａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｔｔｅｅに付託される（Ｐｒｏｔｏ‐

１７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１０



････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
col 4、第 33 条）。 
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